
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

五
〇
ペ
ー
ジ
上
段
表
の
次
に
次
を
加
え
る
。

附
則
の
次
に
次
の
八
様
式
を
加
え
る
。

五
〇
下
第
二
条

改
正
後
欄

終
り
か
ら一
八
十
五

八
十
六

〃

〃
第
二
条

改
正
前
欄

〃

〃
八
十
四

八
十
五

五
四
下

一
三



五
九
〃

六
「

の
発
注
」

を
削
る
。

〃

〃

七

〃

〃

八

六
〇
上

一
八

〃

〃

一
九

〃

〃

二
〇

六
二
下

六
運

行

受
渡
し

〃

〃

一
五

六
三
上

九

〃

〃

一
〇

〃

〃

一
四

六
二
下

二
〇運

送
あ
た
り
の

受
渡
し
に
係
る

令和年月日 金曜日 第号官 報
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
効
力
発
生
日
を
令
和
八
年
三
月
一
日
と
す
る

山
田
土
建
株
式
会
社
と
の
株
式
交
換
に
よ
り
資
本
準
備
金

の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
増
加
額
全

額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
六
日

北
九
州
市
門
司
区
中
二
十
町
六
番
二
三
号

山
田
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
塚

成
美

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
八
万
六
千
三
百
七
十
二

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
六
億
四
千
八
百
三
十
九
万
三
百

二
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

一
〇
一
頁
（
号
外
第
一
六
六
号
）

令
和
八
年
二
月
六
日

東
京
都
港
区
三
田
三
丁
目
五
番
一
九
号

株
式
会
社
Ｈ
Ｒ
Ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ

代
表
取
締
役

堀

浩
輝

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
三
十
三
億
八
千
万
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
百
三
十
三
億
八
千
万
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
百
十
五
億
二
千
万
円
、
百
十
五
億
二
千
万
円
と
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

三
〇
八
頁
（
号
外
第
一
六
八
号
）

令
和
八
年
二
月
六
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
一
号

デ
ィ
ー
ア
ー
ル
ア
イ
・
ジ
ー
ピ
ー
２
株
式
会
社

代
表
取
締
役

手
塚

万
峰

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
五
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

令
和
八
年
六
月
十
九
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主
総
会
に
お

け
る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
下
津
屋
富
ノ
城
四
六
番
地

株
式
会
社
阪
村
機
械
製
作
所

代
表
取
締
役

小
林

純

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令
和
八
年

三
月
十
三
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決

権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
八
年
二
月
六
日

神
戸
市
灘
区
新
在
家
南
町
一
丁
目
二
番
一
号

小
泉
製
麻
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
泉

康
史

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

札
幌
市
北
区
新
川
三
条
二
十
丁
目
一
番
二
〇
号

音
熱
環
境
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

三
星

雅
宏

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

茨
城
県
結
城
市
大
字
結
城
字
大
水
川
原
三
九
八
四

番
地
一

株
式
会
社
全
日
本
農
協
畜
産
公
社

代
表
取
締
役

增
田

昌
洋

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
三
丁
目
二
番
八
号

ジ
ー
ベ
ン
ケ
ミ
カ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
野

栄
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

愛
知
県
岡
崎
市
板
屋
町
一
八
五
番
地
一

株
式
会
社
白
井

代
表
取
締
役

角
谷

仁
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
六
日

大
阪
府
堺
市
東
区
白
鷺
町
三
丁
一
九
番
一

二
〇

一
号

株
式
会
社
伯
井
商
店

代
表
取
締
役

伯
井

洋

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
サ
カ

ラ
ー
ッ
チ
ャ
リ
・
ガ
ニ
タ
ヤ
ラ
ゲ
・
ヤ
シ
タ
・
ラ
ク
マ
ー

ル
・
ラ
ナ
シ
ン
ハ
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る

債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
六
日

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
ド
ゥ
ッ
マ
ラ

ス
ー
リ
ヤ
、
ウ
ト
ゥ
ワ
ッ
タ

茨
城
県
筑
西
市
茂
田
一
八
〇
三
番
地
三
〇

O
M
E
K
F
U
R
N
IT
U
R
E
A
N
D
M
O
T
O
R
S

日
本
に
お
け
る
代
表
者

サ
カ
ラ
ー
ッ
チ
ャ

リ
・
ガ
ニ
タ
ヤ
ラ
ゲ
・
ヤ
シ
タ
・
ラ
ク
マ
ー

ル
・
ラ
ナ
シ
ン
ハ

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
ル
ー
カ

ス
・
オ
リ
バ
ー
フ
ロ
ス
ト
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
一
三
番
地
竹

橋
安
田
ビ
ル
二
階

P
R
E
C
I‑D
IP
S
A

日
本
に
お
け
る
代
表
者

ル
ー
カ
ス
・
オ
リ
バ
ー

フ
ロ
ス
ト

六
〇
ペ
ー
ジ
下
段
七
行
目
か
ら
一
七
行
目
ま
で
を
削

る
。 五

一
ペ
ー
ジ
上
段
一
行
目
か
ら
六
三
ペ
ー
ジ
上
段
終
り

か
ら
一
〇
行
目
ま
で
の
様
式
を
五
〇
ペ
ー
ジ
下
段
一
行
目

の
前
に
移
動
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
号
外
第
百
九
十
五
号
）
公

布
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号
（
流
通
業
務
の
総
合
化
及

び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
）
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